
 

令和５年第１回弘前市国民健康保険運営協議会  

 

日時：令和５年４月２１日（金）  

午後１時３０分から  

場所：弘前市役所市民防災館３階  防災会議室  

 

 

次    第  

 

 

１  開   会  

２  会長挨拶  

３  健康こども部長挨拶  

４  協議事項（諮問事項）  

（１）国民健康保険料の後期高齢者支援金分に係る賦課限度額を  

   改定すること。         （６月議会で条例改正予定） 

５  報告事項  

（１）政令改正に伴う条例改正について  

  ①国民健康保険法施行令の改正に伴う国民健康保険料の軽減  

   所得判定基準に係る条例改正   （６月議会で条例改正予定） 

  ②出産育児一時金等の支給額の増額（３月議会で条例改正済）  

（２）国民健康保険料率の引き下げ   （３月議会で条例改正済）  

（３）新型コロナウイルス感染症に係る令和５年度の対応について  

  ①国民健康保険料の減免  

  ②傷病手当金  

（４）第２期弘前市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス  

計画）事業評価  

６  その他  

７  閉   会  





                                  《裏面あり》 

 

 

 

保発 0201第 ３号 

令和５年２月１日 

 

都道府県知事 殿 

 

厚生労働省保険局長 

（公印省略） 

 

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布について（通知） 

 

 

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第 24号。以下「改 

正政令」という。）が本日公布され、令和５年４月１日から施行される。 

改正政令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴都道府県 

内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）への周知及び適切な運用について遺漏な 

きようお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

「令和５年度税制改正の大綱 」（令和４年１２月２３日閣議決定）において、国 

民健康保険税の課税限度額を引き上げるとともに、国民健康保険税の軽減措置につ 

いて、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正することとされ 

たことに伴い、国民健康保険料についても同様の措置を講ずるため、国民健康保険 

法施行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部を改正するものであること。 

 

第２ 改正の内容 

１ 国民健康保険の保険料の後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を２０万 

 円から２２万円に引き上げることとしたこと。 

なお、各市町村においては、これまで同様、それぞれの保険料賦課の実情に応じ 

て引上げ幅や引上げ時期を判断することが可能であること。 

 

２ 低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準 

について、５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を２８万５千円から 

２９万円に、２割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を５２万円から 

５３万５千円に引き上げることとしたこと。 

資料５ 



                                  《裏面あり》 

 

３ 高額療養費制度及び高額介護合算療養費制度において、自己負担限度額が 

低く設定される低所得世帯の判定基準のうち、倒産、雇止め等により非自発 

的な離職をした特例対象被保険者等の属する世帯を対象に設定している判定 

基準の特例について、２に準じた所要の改正を行うこととしたこと。 

 

４ その他所要の改正を行うこと。 

 

第３ 施行期日 

改正政令は、令和５年４月１日から施行すること。 



区分 改正条文 現行 改正案 増減

医療給付費分
基礎賦課限度額

改正なし 650,000円 650,000円 0円

後期高齢者支援金分
賦課限度額

第２１条の１０、
第３０条第３項

200,000円 220,000円 20,000円

介護納付金分
賦課限度額

改正なし 170,000円 170,000円 0円

1,020,000円 1,040,000円 20,000円

後期高齢者支援金分賦課限度額の改定内容

合計賦課限度額

資料６

弘前市国民健康保険条例（抄）（現行）

（後期高齢者支援金等賦課限度額）

第21条の10 第21条の３又は第21条の６の後期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者

と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第21条の３の後期高齢者支援金等

賦課額と第21条の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第29条及び第30

条第１項において同じ。）は、200,000円を超えることができない

（低所得者の保険料の減額）

第30条

３ 第１項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合

において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、

「第15条又は第18条」とあるのは「第21条の３又は第21条の６」と、「650,000円」

とあるのは「200,000円」と読み替えるものとする。



賦課限度額の改定に伴う影響世帯数等について

１．賦課限度額世帯の推移見込み

（令和５年２月２８日現在：国保加入世帯数 24,194世帯

後期高齢者
支援金分

賦課限度額改定前の 524世帯 は、 全体の 2.17%

賦課限度額改定後の 419世帯 は、 全体の 1.73%

２．賦課限度額の改定に伴う影響額の見込み

929

賦課限度額に達する

世帯人数

１人世帯

２人世帯

３人世帯

４人世帯

５人以上

所得額 収入額

１人世帯 約62万円の増 約66万円の増

２人世帯 約62万円の増 約69万円の増

３人世帯 約62万円の増 約69万円の増

４人世帯 約63万円の増 約70万円の増

５人以上 約63万円の増 約70万円の増

約600万円 約789万円

約573万円 約759万円

約680万円 約875万円

約653万円 約848万円

約626万円 約818万円

改定前後比

約591万円 約779万円

約564万円 約749万円

約537万円 約719万円

約510万円 約689万円

【改定後】後期高齢者支援金等賦課額　　（所得割率3.2％、賦課限度額22万円として）

賦課限度額に達する

世帯人数 所得額 収入額

約618万円 約809万円

（令和５年３月２８日試算）※現年度分のみ

賦課限度額を改定しなかった場合の調定額 3,373,507,700円・・・①

賦課限度額を改定した場合の調定額 3,382,791,800円・・・②

差　額 ②-① 9,284,100円

※約 万円の調定額の増加となる見込み。

３．賦課限度額に達する世帯の人数別の所得及び収入額

所得額 収入額

【改定前】後期高齢者支援金等賦課額　　（所得割率3.6％、賦課限度額20万円として）

賦課限度額改定前
（限度額20万円～）

賦課限度額改定後
（限度額22万円～）

増減数
（限度額20万以上22万未満）

524世帯 419世帯 △ 105世帯

資料７



 

 

保発 0201第 ３号 

令和５年２月１日 

 

都道府県知事 殿 

 

厚生労働省保険局長 

（公印省略） 

 

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布について（通知） 

 

 

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第 24号。以下「改 

正政令」という。）が本日公布され、令和５年４月１日から施行される。 

改正政令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴都道府県 

内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）への周知及び適切な運用について遺漏な 

きようお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

「令和５年度税制改正の大綱 」（令和４年１２月２３日閣議決定）において、国 

民健康保険税の課税限度額を引き上げるとともに、国民健康保険税の軽減措置につ 

いて、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正することとされ 

たことに伴い、国民健康保険料についても同様の措置を講ずるため、国民健康保険 

法施行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部を改正するものであること。 

 

第２ 改正の内容 

１ 国民健康保険の保険料の後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を２０万 

 円から２２万円に引き上げることとしたこと。 

なお、各市町村においては、これまで同様、それぞれの保険料賦課の実情に応じ 

て引上げ幅や引上げ時期を判断することが可能であること。 

 

２ 低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準 

について、５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を２８万５千円から 

２９万円に、２割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を５２万円から 

５３万５千円に引き上げることとしたこと。 

資料８ 



 

３ 高額療養費制度及び高額介護合算療養費制度において、自己負担限度額が 

低く設定される低所得世帯の判定基準のうち、倒産、雇止め等により非自発 

的な離職をした特例対象被保険者等の属する世帯を対象に設定している判定 

基準の特例について、２に準じた所要の改正を行うこととしたこと。 

 

４ その他所要の改正を行うこと。 

 

第３ 施行期日 

改正政令は、令和５年４月１日から施行すること。 



１．法定軽減基準の改正内容と条例改正該当条文

２．法定軽減基準改正に伴う対象世帯、被保険者数の推移見込み

(令和５年２月２８日時点での試算)

５割軽減

２割軽減

５割軽減

２割軽減

３．法定軽減基準改正に伴う影響額の見込み（令和５年２月２８日試算）

資料９

合計所得が４３万円以下

改正条文

第３０条第１項
第２号
第３０条第１項
第３号

５割軽減の基準

７割軽減の基準

　合計所得が４３万円＋（被保険者数×
　５３万５千円）以下(改正前５２万円)

増加数

２割軽減の基準

法定軽減基準の改正内容

170人

100世帯

98人

改正無し

減額基準

　合計所得が４３万円＋（被保険者数×
　２９万円）以下(改正前２８万５千円)

4,837人 5,007人

▲ 2,917,500円

拡充前 拡充後

平等割
3,587世帯 3,642世帯

2,707世帯 2,807世帯

　※　約２９２万円の調定額の減少となる見込み。
　　（減少分は基盤安定負担金として市及び県の一般会計より支援される）

3,370,590,200円

均等割

法定軽減基準が改正されない場合の調定額

法定軽減基準を改正した場合の調定額

55世帯

差額

3,373,507,700円

6,213人 6,311人



  出産育児一時金等の増額に伴う条例の改正について

１．改正の概要

　健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和５年２月１日に公布され、令和５年４月１日

から施行されることに伴い、出産育児一時金本体を８万円増額するように改正するもの。

【改正前】

 総額　４２万円

【改正後】

 総額　５０万円

２．改正の理由

　国の社会保障審議会医療保険部会において、「出産育児一時金の額は、令和４年度の全施設の

出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和５年４月から全国一律で５０万円に引き上げるべき」

とされたため。

３．改正の時期

　令和５年３月議会において、国民健康保険条例改正案可決済。

　施行期日…令和５年４月１日

４．出産育児一時金の推移

　平成１８年１０月 ３５万円（本体分３５万円）

　平成２１年１月 ３８万円（本体分３５万円　+　掛金分３万円）

産科医療補償制度導入による増額

　平成２１年１０月 ４２万円（本体分３９万円　+　掛金分３万円）

　平成２７年１月 ４２万円（本体分４０万４千円　+　掛金分１万６千円）

　令和４年１月 ４２万円（本体分４０万８千円　+　掛金分１万２千円）

　令和５年４月 ５０万円（本体分４８万８千円　+　掛金分１万２千円）

１万２千円

産科医療補償制度掛金分

出産育児一時金 産科医療補償制度掛金分

４０万８千円 １万２千円

出産育児一時金

４８万８千円

資料１０



   

 

事 務 連 絡 

 令和４年 12月 26日 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部） 御中 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

 

 

出産育児一時金等の支給額の引上げに伴う関係政令等の改正内容について 

 

出産育児一時金については、社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理」（令和

４年 12月 15日）において、「出産育児一時金の額は、令和４年度の全施設の出産費

用の平均額の推計等を勘案し、令和５年４月から全国一律で 50万円に引き上げるべ

き」とされました。 

これに基づき、今後、厚生労働省においては、健康保険法施行令（大正 15年勅令

第 243号。以下「健保令」という。）等の一部を改正するとともに、国民健康保険条

例参考例（以下「国保条例参考例」という。）及び国民健康保険組合規約例（以下

「国保組合規約例」という。）の一部を改正する予定ですが、あらかじめ、その改正

の趣旨及び内容について、下記のとおりお知らせしますので、貴管下保険者及び関

係団体等への周知等につき、特段のご配慮をお願いいたします。 

なお、この事務連絡については、厚生労働省保険局保険課と協議済みである旨を

申し添えます。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

今回の改正は、出産育児一時金等の支給額を引き上げるものであること。 

 

第２ 改正の内容 

１ 健保令の改正関係 

出産育児一時金の支給について、健康保険法（大正 11 年法律第 70号）第 101

条の政令で定める金額として健保令第 36条に規定する「40.8万円」を「48.8万

円」とすること。 

 

　　　　　資料１１

3062
長方形



   

 

２ 国保条例参考例及び国保組合規約例の改正関係 

１を踏まえ、出産育児一時金の支給について、国保条例参考例第８条第１項及

び国保組合規約例第 11 条第１項に規定する「40.8 万円（何円）」を「48.8 万円

（何円）」とすること。 

  ※ これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金

の支給額は、50万円となる。 

 

第３ 施行期日 

 令和５年４月１日とすること。 

 

 

【補足】令和５年度の出産育児一時金引上げに伴う予算措置について 

 令和５年度政府予算案（12月 23日閣議決定）では、令和５年度の出産育児一時金

の引上げについて、以下の予算措置を盛り込んでいます。 

① 市町村国保：引上げ分（８万円）の３分の２を地方交付税措置で手当すること

に加えて、令和５年度は、１件当たり５千円を追加で補助する。 

② 国 保 組 合：引上げ分（８万円）の４分の１相当を補助することに加えて、令

和５年度は、一般被保険者に係る定率補助率 13～20%の組合は１

件当たり 6,500円、同定率補助率 22～32％の組合（全国土木建築

国保組合を除く。）は１件当たり 13,000円、全国土木建築国保組

合は１件当たり 8,000円を補助する。 

 

※ 令和６年度以降については、次期常会提出予定の法案による制度改正で、後期

高齢者医療制度による出産育児一時金への支援や後期高齢者と現役世代との負

担割合の見直し（令和６年度から施行予定）を検討中。 

厚生労働省保険局国民健康保険課企画法令係 

TEL：03-3595-2565（内線 3138） 



 

 

 

 

弘前市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 

 

１． 国民健康保険料率の引き下げについて 

改正の理由 

新型コロナウイルス感染症の流行による地域経済への影響が長引いているこ

とに加えて、物価高騰が負担となっていること及び国民健康保険財政運営の県

単位化によって、今後実施が見込まれる保険料率の統一に向けて保険料の配分

比率を見直すことが必要なことから、令和５年度以降の年度分の国民健康保険

料を引き下げることが必要であると判断したため。 

 

改正内容 

 令和５年度以降の国民健康保険料率について 

 

※資料１３を参照 

 

改正内容の諮問 

国民健康保険料の引き下げに関し、令和４年１０月２４日と１１月１５日に

国保運営協議会へ５つの案を提示し諮問、国民健康保険料の基礎賦課額のうち、

所得割率を８.８％（現行１０．１％）、平等割額を２２，６００円（（現行２４，

４００円）、後期高齢者支援金等賦課額のうち所得割率３．２％（現行３．６％）

に引き下げする内容案の答申を受けており、改正案としたもの。 

 

 

国保予算について 

今後国保財政の収支が単年度で赤字となった際には、その補填に基金を取り

崩すことで対応は可能。 

 ・令和３年度の単年度収支を計上した現在の基金約２５億円。 

 ・令和４年度の単年度収支黒字額は約５～６億円の見込み。 

資料１２ 



１．国民健康保険料における応能・応益割合について

応能割 応能割 応能割

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割

55/100 27/100 18/100 55/100 31.5/100 13.5/100 50/100 35/100 15/100

応能割 応能割 応能割

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割

52.5/100 33.25/100 14.25/100 52.5/100 33.25/100 14.25/100 50/100 35/100 15/100

２．国民健康保険料における所得割及び保険料について

応能割 応能割 応能割

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割

10.1％ 22,400円 24,400円 3.6％ 8,600円 7,600円 3.4％ 10,400円 6,000円

応能割 応能割 応能割

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割

8.8％ 22,400円 22,600円 3.2％ 8,600円 7,600円 3.4％ 10,400円 6,000円

応益割

介護納付金賦課額
基礎賦課額（医療分）
（第１７条第１項関係）

改正案

基礎賦課額（医療分） 後期高齢者支援金等賦課額 介護納付金賦課額

応益割 応益割応益割

現状

後期高齢者支援金等賦課額
（第２１の５第１項関係）

応益割 応益割

応益割

改正案

基礎賦課額（医療分） 後期高齢者支援金等賦課額 介護納付金賦課額

応益割 応益割 応益割

現状

基礎賦課額（医療分）
（第１７条第３項関係）

後期高齢者支援金等賦課額
（第２１の５第３項関係）

介護納付金賦課額

応益割 応益割

資料１３令和５年度以降の国民健康保険料率について



資料 14

事 務 連 絡

令和 5年 2月 lo日
都道府県民生主管部 (局 )

国民健康保険主管課 (部 )

総務主管部 (局 )

国民健康保険税主管課 (部 )

御 中

'                厚生労働省保険局国民健康保険課

総務省 自治税務局市町村税課

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少 した被保険者等に係る
国民健康保険料 (税)の減免に対する財政支援の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響により収人が減少した被保険者等に係る国
民健康保険料 (税)(以下「保険料 (税 )」 といぅ。)の減免については、「新
型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少 tノ た被保険者等に係る国民健
康保険料 (税)の減免等にらぃて」 (令和4年 3月 14日 付け事務連絡。以下「令
和 4年 3月 14日 事務連絡」という。)、 「新型コロナウイルス感染症の影響に
より収入が減少 した被保険者等に係る国民健康保険料 (税)の減免等に係る財政
支援の拡充について」 (令和 4年 H月 9日 付け事務連絡)等に基づき、財政支
援を行っているところですが、今般、「新型コロナゥィルス感染症の感染症法上
の位置づけの変更等に関する対応方針について」 (令和 5年 1月 27日 新型コロ
ナウイルス感染症対策本部決定)において、令和 5年 5月 8日 から、新型コロナ
ウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律 (平成 10年法律第 H4号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しな
1/Nも のとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度

までで財政支援を終了することとします。
都道府県におかれましては、令和 5年度以降における取扱いについて、下記内

容を御了知の上、貴管内の保険者への周知等よぅしくお願いいたします。

記

過去財政支援の対象となった令和元年度～令和 4年度相当分保険料 (税 )の取扱
いについて

1 以下に示す減免を行った場合については、令和 5年度特別調整交付 (補助 )

金の交付対象とす全予定である。令和5年度特別調整交付 (補助)金の交付

「

Ｉ

Ｆ

∃

基準は追って通知する。なお、本件減免にういては、令和 6年度以降の特別



調整交付 (補助)金の交付対象とはならないので留意されたい。

(市町村 )

(1)令和 4年 3月 14日 事務連絡別紙 1の基準に該当する被保険者に対 し

て、令和 4年度分の保険料 (税)であつて、令和 5年 1月 1日 か ら令和 5

年 3月 31日 までの間に普通徴収の納期限 (特別徴収の場合にあっては特

別徴収対象年金給付の支払 日。)が到来する保険料 (税)の減免を行つた

場合は、その 10分の 10に相当する額を、令和 5年度の特別調整交付金

により財政支援する予定であること。

(2)令和 4年 3月 14日 事務連絡 男J紙 1の基準に該当する被保険者に係 る

令和 4年度相当分の保険料 (税 )額であつて、令和 4年度末に資格を取得

したこと等により令和 5年 4月 以後に普通徴収の納期限が到来するもの

については、その 10分の 10に相当する額を、令和 5年度の特別調整交

付金により財政支援:する予定であること。

(3)「新型 コロナウイルス感染症の影響により収入が減少 した被保険者等

に係る国民健康保険料 (税 )の減免に対する財政支援の基準について」(令

和 2年 5月 1日 付け保国発 05ol第 1号厚生労働省保険局国民健康保険課

長通知 )、
「新型こ・ ロナウイルス感染症の影響により収入が減少 した被保

険者等に係る国民健康保険料 (税)の減免等についてJ(令和 3年 6月 2

日付け事務連絡)又は令和 4年 3月 14日 事務連絡に基づき、令和元年度

相当分、令和 2年度相当分、令和 3年度相当分又は令和 4年度相当分の保

険料 (税)の減免を行つた場合であって、当該減免額について、令和 2年

度、令不口3年度又は令和 4年度の国民健康保険災害等臨時特例補助金又

は特別調整交付金により財政支援を受けていない場合は、その 10分の 10

に相当する額を、令和 5年度の特別調整交付金により財政支援する予定

であること。

(国保組合 )

(1)令和 4年 3月 14日 事務連絡 男J紙 2の基準に該当する被保険者に対 し

て、令和 4年度分の保険料であって、今和 5年 1月 1日 から令和 5年 3月

31日 までの間に納期限が到来する保険料の減免を行った場合は、その 10

分の 10に相当する額を、令和 5年度の特別調整補助金により財政支援す

る予定であること。

(2)令和 4年 3月 14日 事務連絡 局り紙 2の基準に該当する被保険者に係 る

令和 4年度相当分の保険料額であって、令和 4年度末に資格を取得 した

こと等により令和 5年 4月 以後に納期限が到来するものについ Cは、そ

の 10分の 10に相当する額を、令和 5年度の特別調整補助金により財政



支援する予定であること。

(3)「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少 した被保険者等
に係る国民健康保険料 (税)の減免に対する財政支援の基準について」(令

和 2年 5月 1日 付ケす保国発 0501第 1号厚生労働省保険局国民健康保険課
長通知)、

「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少 した被保
険者等に係る国民1建康保険料 (税)の減免等について」 (令和 3年 6月 2

日付け事務連絡)又は令和 4年 3月 14日 事務連絡に基づき、令和元年度

格当分、令和 2年度相当分、令和 3年度相当分又は令和 4年度相当分の保

険料の減免を行つた場合であって、当該減免額について、令和 2年度、令
和 3年度又は令和 4年度の国民健康保険組合災害等臨時特例補助金又は

特別調整補助金により財政支援を受けていない場合は、その 10分の 10に
相当する額を、令和 5年度の特別調整補助金により財政支援する予定で

あること。

2 減免対象期間中に既に徴収した保険料 (税)がある場合について、徴収前
に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合に
は、新

「
.lコ ロナウイルス感染症の影響により収入が減少 した被保険者に対し、

遡つて減免を行 うことも考えられること。



1/1 

 

 

 

 

弘前市国民健康保険料の減免に関する規則  
改正後 改正前 

附 則 附 則 

１～５ （略） １～５ （略） 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減

免） 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減

免） 

６ 市長は、第２条第１項第６号の規定により、次の各号のいずれかに該当する世帯に

対し、令和３年度分及び令和４年度分の保険料（被保険者の資格の取得に係る届出を

１４日以内に行わなかった場合を除く。）を減免することができる。 

６ 市長は、第２条第１項第６号の規定により、次の各号のいずれかに該当する世帯に

対し、令和３年度分及び令和４年度分の保険料（令和４年４月１日から令和５年３月

３１日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金

給付の支払日）が定められているものに限り、被保険者の資格の取得に係る届出を１

４日以内に行わなかったことにより、令和４年３月以前の納期に係る納期限が同年４

月１日以後に定められているものを除く。）を減免することができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

７ 前項の場合における条例第３８条第２項ただし書により別に定めることができると

された申請書の提出期限は、令和３年度分の保険料については令和５年７月３１日、

令和４年度分の保険料については令和６年７月３１日とする。 

７ 前項の場合における条例第３８条第２項ただし書により別に定めることができると

された申請書の提出期限は、納期限（市長においてやむを得ない理由があると認める

場合には、令和５年３月３１日）とする。 

８ （略） ８ （略） 

 

資料１５ 



 

事 務 連 絡 

令和５年２月 10 日 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）          御中 

後期高齢者医療主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

 

国民健康保険及び後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症

に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に係る今後の財政支援

について 

 

 医療保険制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 国民健康保険及び後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症に感染した

被保険者等に対する傷病手当金の支給については、「新型コロナウイルス感染症に感

染した被用者に対する傷病手当金の支給等について」（令和２年３月 10日付け厚生労

働省保険局国民健康保険課・高齢者医療課事務連絡）等に基づいて行っていただいて

いるところです。 

傷病手当金の支給に対する財政支援の適用期間については、令和２年１月１日から

令和５年３月 31 日の間に感染した新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス

感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。以下同じ。）の療養のため労務に服す

ることができない期間としてきましたが、今般、令和５年４月１日から同年５月７日

の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができ

ない期間についても同様の支援の対象とすることとします。なお、当該期間における

財政支援は、令和５年度の国民健康保険の特別調整交付（補助）金又は後期高齢者医

療の特別調整交付金により措置することを予定しており、対象者や支給額等について

は、これまでお示ししたとおりとします。 

また、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応

方針について」（令和５年１月 27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）におい

て、令和５年５月８日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）上の新型インフ

ルエンザ等感染症に該当しないものとし、５類感染症に位置づける方針が示されたこ

とを踏まえ、同日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷

病手当金の支給については、財政支援を終了しますのでお知らせいたします。 

都道府県におかれましては、貴管内市町村（特別区を含む。）及び国民健康保険組合

への周知のほど、お願いいたします。 

　              資料１6
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第2期弘前市国民健康保険保健事業
実施計画（データヘルス計画）

健康・医療情報を活用し課題を明確化した上で、PDCAサイクルに沿った

効果的かつ効率的な保健事業を実施するための保健事業実施計画（データ

ヘルス計画）であり、第1期の評価を踏まえ、第2期を平成29年度に特定健

診等実施計画と一体的に策定。

令和４年度の事業評価は、令和３年度実施分を評価。

＊計画期間 平成３０年度～令和５年度 （令和2年度中間評価実施）

1

資料１７



R5.2.9

出典：県（全保険者）　NDBデータ　R1

短期目標

健康寿命の延伸

特定健診・特定保健指導と健康日本２１（第二次）
－特定健診・保健指導のメリットを活かし、健康日本２１（第二次）を着実に推進－

データの分析

○重症化が予防できる

○死亡が回避できる

○重症化が予防できる

○医療費の伸びを抑制できる

65歳未満死亡率 R3

弘前市 男性 12.6％ 女性 5.4％

青森県 男性 11.8％ 女性 5.9％

血管内皮機能の改善

特定健診・特定保健指導の実施率の向上

厚生労働省

「標準的な健診・保健指導プログラム

30年度版」 図１ 改変

❷ 特定健診等の実施率 R3

弘前市の生活習慣病を解決するため

生活保護 R2 青森県 6位 (23.4‰)

虚血性心疾患死亡率の減少
虚血性心疾患

死亡率の減少男性 109.6 新規透析患者数（全保険者） 72人

糖尿病有病者の増加の抑制 R3              ・

該当者予備群の減少 R2

高血圧の改善 R3 脂質異常症の減少 R3

糖尿病腎症による

新規透析導入患者数の減少 R3
虚血性心疾患死亡率の減少

標準化死亡比（H28~R2年）

脳血管疾患死亡率の減少

標準化死亡比（H28~R2年）

中長期目標

健康のための資源

（受診の機会、治療の機会）

の公平性の確保

未受診者への

受診勧奨

健康格差の縮小

女性 91.6

❷

➊❶ １人あたり 医療費・介護費

男性 114.4 女性95.1
新規透析患者数（国保） 13人

HbA1c6.5%以上

HbA1c8.0%以上

Ⅱ度高血圧（160/100）以上 8.2％ 中性脂肪

300mg/dl以上
拡張期血圧100ｍｍHg以上

LDL180
mg/dl以上

出典 R3 市町村国保法定報告速報値

※費用額が高い方からの順位

順位 県：全国47都道府県

※高い方からの順位

※

※

※

※

※ ※

出典 厚生労働省 医療費の地域差分析

※２

※２ 出典 青森県保健統計

出典 厚生労働省

出典 自立支援

出典 KDB

※２

※２

青森県

R3 R2 R2

特定健診実施率 30.2% 30.6% 33.8%

特定保健指導実施率 52.0% 51.6% 45.4%

弘前市

弘前市 33.5%

県（国保） 31.8% 　30/47

R2 弘前市 地域差指数

国保 36.0万円 0.988 36位 35.6万円

後期 80.9万円 0.882 42位 78.3万円

介護 31.4万円 8位 31.1万円

青森県

弘前市 3.0%

県（全保険者） 3.5% 10/47

弘前市 2.6%

県（全保険者） 3.3% 19/47

弘前市 3.9%

県（全保険者） 4.6% 23/47

弘前市 11.8%

県（全保険者） 8.8% 　4/47

弘前市 1.4%

県（全保険者） 0.9% 　25/47



R03年度 データヘルス計画のターゲットとなる疾患が医療費に占める割合

同規模 県内

弘前市 27,626 25位 23位 3.35％ 0.32％ 3.07％ 1.16％ 6.29％ 4.17％ 1.90％

同規模平均 27,487 -- -- 4.52％ 0.28％ 2.18％ 1.64％ 5.60％ 3.17％ 2.38％

県 27,866 -- -- 3.47％ 0.31％ 2.48％ 1.44％ 6.86％ 4.14％ 2.21％

国 27,039 -- -- 4.36％ 0.29％ 2.11％ 1.54％ 5.53％ 3.25％ 2.36％

最大医療資源傷病（調剤含む）による分類結果

◆「最大医療資源傷病名」とは、レセプトに記載された傷病名のうち最も費用を要した傷病名

【出典】
KDBシステム：健診・医療介護データから見る地域の健康課題

慢性腎不全
（透析無）

脳梗塞
脳出血

狭心症
心筋梗塞

金額

順位 腎 脳 心

糖尿病 高血圧
脂質

異常症慢性腎不全
（透析有）

市町村名

一人あたり医療費 中長期目標疾患 短期目標疾患



年度 H29 H30 R1 R2 R3

人工透析者数 519人 590人 588人 562人 581人

新規人工透析者数 76人 71人 71人 61人 72人

新規人工透析者は、減ってきているか？

新規透析者の割合の推移から、国保の被保険者だけ見ていても、後期高齢者へ先送りしているだけな
のか、後期高齢者も合わせてみてみました。



H31・R1 R2 R3 R4(目標値)

特定健康診査

受
診
率

市 34.5% (30/40位) 30.6% (32/40位) 30.2% (34/40位) 42.0%

県 38.0% 33.8% 35.2% -

対
策

特定保健指導

実
施
率

市 48.4% (18/40位) 51.6% (16/40位) 52.0% (10/40位) 52.0%

県 47.5% 45.8% 40.8% -

対
策

訪問による積極的な指導実施

コール・リコール事業(夜間電話勧奨)

対象者管理システムの活用

特定健康診査・特定保健指導
• 特定健康診査 ： R2~感染症拡大による影響により受診率は大幅に低下。

R4～は業者による受診勧奨業務を行い、受診率回復を図る。

• 特定保健指導 : 訪問+受診勧奨により実施率上昇するも、近年停滞傾向。

訪問による受診勧奨

板柳町医療機関での健診実施

JA広報誌、FMアップルウェーブ、市Facebook等による受診勧奨

受診勧奨業務委託



加入者 受診者 受診率

A B B/A C C/B D D/B E E/B

40～64歳 6,897 1,443 20.9 456 31.6 106 7.3 13 0.9

65～74歳 8,267 2,555 30.9 819 32.1 89 3.5 8 0.3

75歳以上 9,401 2,042 21.7 526 25.8 43 2.1 0 0.0

男性

肥満Ⅰ度 肥満Ⅱ度 肥満Ⅲ度以上

※ 肥満Ⅰ度：BMI25～29 肥満Ⅱ度：BMI30～34
肥満Ⅲ度：BMI35～

令和3年度特定健診結果 肥満度別の状況

　高血圧：1度高血圧以上又は高血圧の診断あり

男

性
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肥満度別、年代別でみると、BMI25以上は、
40～64歳39.8％、65～74歳35.9％、75歳以上
27.4％となっており、肥満度Ⅱ度、Ⅲ度以上
が、40～64歳代が高くなっている。肥満度別
で高血圧と糖尿病を見ると、まず血圧が高い
者が多く、肥満度が高くなると血糖が高い者
も多くなっている。女性も同じ傾向です。

糖尿病：空腹時血糖126以上又はHbA1c6.5％以上又は糖尿病診断あり



重症化しやすいⅡ度高血圧以上の方の減少は

弘
前
市

未治療 治療

4,040 3,366 2,715 362 434

37.0% 30.8% 24.9% 45.5% 54.5%

66 72

47.8% 52.2%

4,299 3,329 2,572 341 439

39.2% 30.3% 23.4% 43.7% 56.3%

71 62

53.4% 46.6%

4,541 3,537 2,711 395 473

39.0% 30.3% 23.3% 45.5% 54.5%

74 78

48.7% 51.3%

4,389 3,400 2,597 358 482

39.1% 30.3% 23.1% 42.6% 57.4%

68 77

46.9% 53.1%

3,610 3,039 2,410 311 462

36.7% 30.9% 24.5% 40.2% 59.8%

51 72

41.5% 58.5%

3,387 2,945 2,349 325 440

35.9% 31.2% 24.9% 42.5% 57.5%

62 67

48.1% 51.9%

Ⅱ度高血圧以上
再掲

再)Ⅲ度高血圧

H28

10,917
796

7.3%

138

1.3%

年度
健診

受診者

正常
正常
高値

高値
Ⅰ度
高血

圧

H29

10,980
780

7.1%

133

1.2%

H30

11,657
868

7.4%

152

1.3%

R01

11,226
840

7.5%

145

1.3%

R02

9,832
773

7.9%

123

1.3%

R03

9,446
765

8.1%

129

1.4%

7.3%

7.1%

7.4%

7.5%

7.9%

8.1%

1.3%

1.2%

1.3%

1.3%

1.3%

1.4%

高血圧重症化予防



糖尿病性腎症重症化予防

重症化しやすいHbA1c6.5％以上の方の減少は



初期値 中間 最終評価値

Ｈ28 R1 R4 R5

実績 実績 目標 実績 目標 実績 目標 目標

特定健診受診率44.0％以上 30.7% 34.3% 38.0% 30.6% 40.0% 30.2% 42.0% 44.0%

特定保健指導実施率46.5％以上 31.6% 48.4% 48.4% 51.6% 50.0% 52.0% 52.0% 54.0%

特定保健指導対象者の減少率25％ -1.7% 4.9% 8.8% 18.6% 14.3% 21.4% 20.3% 25.0%

1人当たりの医療費（地域差指数）の伸びを抑える 0.963 0.962 0.961 0.971 0.961 - 0.961 0.961

糖尿病性腎症等による新規透析導入者の減少 23人 20人 19人 21人 18人 13人 17人 16人

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合を25％に減少 29.2% 31.0% 30.9% 33.5% 30.6% 33.8% 30.3% 30.0%

健診受診者のⅢ度高血圧者の割合1.2％に減少 1.26% 1.29% 1.26% 1.25% 1.24% 1.37% 1.22% 1.20%

健診受診者の高血圧者の割合25.5%に減少（140/90以上） 32.9% 30.5% 29.0% 32.4% 28.0% 32.6% 27.0% 25.5%

健診受診者の糖尿病者の割合6.0％（ＨｂＡ１ｃ6.5以上） 10.9% 11.4% 13.5% 12.6% 13.7% 11.7% 14.0% 14.3%

健診受診者のＨｂＡ１ｃ8.0％以上の未治療者割合の減少 0.38% 0.34% 0.47% 0.30% 0.40% 0.25% 0.20%

糖尿病の未治療者を治療に結び付ける割合80％
(HbA1c6.5%以上であり、服薬中である者の割合）

65.0% 66.1% 72.5% 78.6% 75.0% 82.6% 77.5% 80.0%

がん検診受診率　胃がん検診　14.1 ％以上 13.6% 18.0% 13.9% 16.2% 14.0% 14.7% 14.1% 14.1%

　　　　　　　　　　　 肺がん検診　6.6 ％以上 6.0% 5.3% 6.4% 3.8% 6.5% 4.0% 6.6% 6.6%

　　　　　　　　　　　 大腸がん検診　16.1 ％以上 12.3% 11.9% 14.8% 9.2% 15.5% 9.6% 16.1% 16.1%

　　　　　　　　　　　 子宮頸がん検診 24.4　％以上 22.0% 24.0% 25.6% 23.8% 26.5% 24.0% 27.4% 27.4%

　　　　　　　　　　　 乳がん検診　23.7 ％以上 21.0% 21.8% 22.8% 20.8% 23.3% 20.2% 23.7% 23.7%

・数量シェアH28年度64.6％
後発医薬品の使用により、医療費
の削減

後発医薬品の使用割合80％以上 64.6% 79.2% 80.0% 81.5% 81.0% 82.0% 83.0% 85.0%
厚生労
働省公
表結果

保
険
者
努
力
支
援
制
度

・がんは、死因の半数を占め
ており、医療費に占める割合
が最も高く、80万円以上の高
額レセプト件数、割合が最も多
くなっている。

がんの早期発見、早期治療
地域保
健事業
報告

特
定
健
診
等
計
画

・死亡をみると、標準化死亡比
では男性の脳血管疾患、心疾
患が全国を上回っており、医
療費（地域差指数）は低く、介
護費は高くなっている。
・医療費をみると、医療費に占
める割合が、脳血管疾患、慢
性腎不全（透析無）、高血圧
が、同規模、県、国より高く
なっている。
・1件80万円以上の高額レセプ
トの件数が増えており、医療
費の高い人ほど、脳・心・腎の
重なりが多くなっている。
・脳血管疾患新規発症者の中
には、40～50代の方もおり、
治療していても死亡し、健診受
診者が少ない。
・高血圧で服薬しているのにも
かかわらず高血圧が継続して
いる。

医療費削減のために、特定健診受
診率、特定保健指導の実施率の
向上により、重症化予防対象者を
減らす

特定健
診・特定
保健指導
結果（厚
生労働
省）

デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
計
画

中
長
期

脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿
病性腎症による透析の医療費の
伸びを抑制する

ＫＤＢシ
ステム

短
期

脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿
病性腎症の発症を予防するため
に、高血圧、脂質異常症、糖尿病、
メタボリックシンドローム等の対象
者を減らす

関連計画 健康課題 達成すべき目的 課題を解決するための目標 現状値
の把握

方法
R2 R3

目標管理一覧


